
　意匠登録出願
　　手続の流れ （2010年度版）

　 　特許庁側手続　　　　

   　出願人側手続

意匠登録出願

　方式審査

　実体審査
　     　（審査期間　：　約半年～１年）

登録査定 拒絶理由通知

　　　 　拒絶理由に対する応答（意見書・補正書提出）

　　　　（約１ヶ月～３ヶ月）
登録査定　又は　拒絶査定　

　　　査定不服審判請求

　　登録料納付 　　請求成立

（納付後約２～３週間） 　請求不成立 審決取消訴訟
（高等裁判所）

　　登録（登録証発行）

存続期間 　　　　意匠公報発行

登録から20年
権利維持には毎年登録料納付（一括納付可）

権利消滅
　　　　　　

        　 　　＊拒絶理由ない場合、登録まで約半年～１年。


